
〇民間工事の場合、元請けとしての施工実績が書面（契約書、工事写真等）で確認でき
れば、対象工事とします。

〇現場状況により必要となった場合は、契約後に設計変更の協議となります。

〇施工地域区分は、補正無し（補正係数1.0）で積算しております。


